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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
九
十
四
号 

平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号
（
災
害
救
助
法
に
よ
る
救
助
の
程
度
、
方
法
及
び

期
間
並
び
に
実
費
弁
償
の
基
準
に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

第
二
条
第
一
号
ロ
中
「
又
は
天
幕
の
設
営
」
を
「
天
幕
を
設
営
し
、
又
は
そ
の
他
の
適
切
な
方

法
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
（
冬
季
（
十
月
か
ら
三
月
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
）
の
範
囲
内
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
福
祉
避
難
所

（
高
齢
者
、
障
害
者
等
（
以
下
「
高
齢
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
避
難
所
で
の
生
活
に
お
い

て
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
も
の
に
供
与
す
る
避
難
所
を
い
う
。
）
を
設
置
し
た
場
合
は
、
当

該
地
域
に
お
い
て
当
該
特
別
な
配
慮
の
た
め
に
必
要
な
通
常
の
実
費
を
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
」
を
「
以
内
と
す
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ヘ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。 

 
 

ニ 

福
祉
避
難
所
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
（
以
下
「
高
齢
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
避

難
所
で
の
生
活
に
お
い
て
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
も
の
に
供
与
す
る
避
難
所
を
い
う
。
）

を
設
置
し
た
場
合
は
、
ハ
の
金
額
に
、
当
該
地
域
に
お
い
て
当
該
特
別
な
配
慮
の
た
め
に

必
要
な
通
常
の
実
費
を
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

 
 

ホ 

避
難
所
で
の
生
活
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
等
に
お
い
て
は
、
避
難
所
に
避
難
し
て
い
る

者
へ
の
健
康
上
の
配
慮
等
に
よ
り
、
ホ
テ
ル
・
旅
館
な
ど
宿
泊
施
設
の
借
上
げ
を
実
施
し
、

こ
れ
を
供
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

第
二
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二 

応
急
仮
設
住
宅 

 
 

 

応
急
仮
設
住
宅
は
、
住
家
が
全
壊
、
全
焼
又
は
流
失
し
、
居
住
す
る
住
家
が
な
い
者
で
あ

っ
て
、
自
ら
の
資
力
で
は
住
家
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
、
建
設
し
供
与
す
る
も
の

（
以
下
「
建
設
型
仮
設
住
宅
」
と
い
う
。
）
、
民
間
賃
貸
住
宅
を
借
上
げ
て
供
与
す
る
も
の

（
以
下
「
借
上
型
仮
設
住
宅
」
と
い
う
。
）
、
又
は
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
供
与
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

イ 

建
設
型
仮
設
住
宅 

 
 

 

⑴ 

建
設
型
仮
設
住
宅
の
設
置
に
当
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
、
公
有
地
を
利
用
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
適
当
な
公
有
地
を
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
民
有
地

を
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

 

⑵ 

一
戸
当
た
り
の
規
模
は
、
応
急
救
助
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
実
施
主
体
が
地
域
の
実
情
、

世
帯
構
成
等
に
応
じ
て
設
定
し
、
そ
の
設
置
の
た
め
に
支
出
で
き
る
費
用
は
、
設
置
に



か
か
る
原
材
料
費
、
労
務
費
、
付
帯
設
備
工
事
費
、
輸
送
費
及
び
建
築
事
務
費
等
の
一

切
の
経
費
と
し
て
、
五
百
五
十
一
万
六
千
円
以
内
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 

⑶ 

建
築
型
仮
設
住
宅
を
同
一
敷
地
内
又
は
近
接
す
る
地
域
内
に
お
お
む
ね
五
十
戸
以
上

設
置
し
た
場
合
は
、
居
住
者
の
集
会
等
に
利
用
す
る
た
め
の
施
設
を
設
置
で
き
、
五
十

戸
未
満
の
場
合
で
も
戸
数
に
応
じ
た
小
規
模
な
施
設
を
設
置
で
き
る
こ
と
。 

 
 

 

⑷ 

福
祉
仮
設
住
宅
（
老
人
居
宅
介
護
等
事
業
等
を
利
用
し
や
す
い
構
造
及
び
設
備
を
有

し
、
高
齢
者
等
で
あ
っ
て
日
常
の
生
活
上
特
別
な
配
慮
を
要
す
る
複
数
の
も
の
に
供
与

す
る
施
設
を
い
う
。
）
を
建
設
型
仮
設
住
宅
と
し
て
設
置
で
き
る
こ
と
。 

 
 

 

⑸ 

建
設
型
仮
設
住
宅
は
、
災
害
発
生
の
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
着
工
し
、
速
や
か
に
設

置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 

 

⑹ 

建
設
型
仮
設
住
宅
を
供
与
で
き
る
期
間
は
、
完
成
の
日
か
ら
建
築
基
準
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
五
条
第
三
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
期
限
ま
で

と
す
る
こ
と
。 

 
 

 

⑺ 

建
設
型
仮
設
住
宅
の
供
与
終
了
に
伴
う
建
設
型
仮
設
住
宅
の
解
体
撤
去
及
び
土
地
の

原
状
回
復
の
た
め
に
支
出
で
き
る
費
用
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
実
費
と
す
る
こ
と
。 

 

ロ 

借
上
型
仮
設
住
宅 

 
 

 

⑴ 

借
上
型
仮
設
住
宅
の
一
戸
当
た
り
の
規
模
は
、
世
帯
の
人
数
に
応
じ
て
イ
⑵
に
定
め

る
規
模
に
準
ず
る
こ
と
と
し
、
そ
の
借
上
げ
の
た
め
に
支
出
で
き
る
費
用
は
、
家
賃
、

共
益
費
、
敷
金
、
礼
金
、
仲
介
手
数
料
又
は
火
災
保
険
等
そ
の
他
民
間
賃
貸
住
宅
の
貸

主
又
は
仲
介
業
者
と
の
契
約
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
額
と

す
る
こ
と
。 

 
 

 

⑵ 

借
上
型
仮
設
住
宅
は
、
災
害
発
生
の
日
か
ら
速
や
か
に
民
間
賃
貸
住
宅
を
借
上
げ
、

提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 

⑶ 

借
上
型
仮
設
住
宅
を
供
与
で
き
る
期
間
は
、
イ
⑹
と
同
様
の
期
間
と
す
る
こ
と
。 

第
三
条
第
一
号
イ
中
「
、
住
家
に
被
害
を
受
け
て
炊
事
の
で
き
な
い
者
及
び
住
家
に
被
害
を
受

け
一
時
縁
故
地
等
へ
避
難
す
る
必
要
の
あ
る
者
」
を
「
又
は
住
家
に
被
害
を
受
け
、
若
し
く
は
災

害
に
よ
り
現
に
炊
事
の
で
き
な
い
者
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
当
り
千
百
十
円
」
を
「
当
た
り
千

百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ニ
た
だ
し
書
を
削
る
。 

第
四
条
第
一
号
中
「
船
舶
の
遭
難
等
」
を
「
全
島
避
難
等
」
に
、
「
損
傷
し
」
を
「
損
傷
等
に

よ
り
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
の
範
囲
内
」
を
「
以
内
」
に
改
め
、

「
及
び
冬
季
」
の
下
に
「
（
十
月
か
ら
三
月
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、

同
号
イ
中
「
五
万
五
千
円
」
を
「
五
万
四
千
九
百
円
」
に
、
「
六
万
四
千
三
百
円
」
を
「
六
万
四

千
二
百
円
」
に
、
「
五
万
三
千
円
」
を
「
五
万
二
千
九
百
円
」
に
、
「
八
万
九
百
円
」
を
「
八
万

八
百
円
」
に
改
め
る
。 



第
七
条
第
二
号
中
「
五
十
七
万
六
千
円
」
を
「
五
十
七
万
四
千
円
」
に
改
め
る
。 

第
八
条
第
三
号
中
「
範
囲
内
の
額
」
を
「
額
以
内
」
に
改
め
る
。 

第
九
条
第
一
号
中
「
に
よ
り
学
用
品
を
喪
失
又
は
損
傷
し
」
を
「
に
よ
る
喪
失
若
し
く
は
損
傷

等
に
よ
り
学
用
品
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
の
範
囲
内
」
を
「
以

内
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
「
四
千
三
百
円
」
を
「
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
四

千
六
百
円
」
を
「
四
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑶
中
「
五
千
円
」
を
「
五
千
百
円
」
に
改
め

る
。 第

十
条
第
三
号
中
「
二
十
一
万
四
百
円
」
を
「
二
十
一
万
二
百
円
」
に
、
「
十
六
万
八
千
三
百

円
」
を
「
十
六
万
八
千
百
円
」
に
改
め
る
。 

第
十
二
条
第
二
号
中
「
一
世
帯
当
た
り
十
三
万
四
千
八
百
円
」
を
「
市
町
村
に
お
い
て
障
害
物

の
除
去
を
行
っ
た
一
世
帯
当
た
り
の
平
均
が
十
三
万
五
千
百
円
」
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
第
一
号
イ
中
「
避
難
」
の
下
に
「
に
係
る
支
援
」
を
加
え
る
。 

第
十
四
条
第
一
号
イ
⑴
中
「
二
万
二
千
三
百
円
」
を
「
二
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑵
中

「
一
万
五
千
六
百
円
」
を
「
一
万
五
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「
一
万
五
千
五
百
円
」

を
「
一
万
五
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑷
中
「
一
万
五
千
七
百
円
」
を
「
一
万
五
千
四
百
円
」

に
改
め
、
同
号
イ
⑸
中
「
一
万
四
千
七
百
円
」
を
「
一
万
四
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑹
中

「
二
万
三
千
九
百
円
」
を
「
二
万
四
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑺
中
「
二
万
五
千
円
」
を
「
二

万
五
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑻
中
「
二
万
四
千
九
百
円
」
を
「
二
万
五
千
三
百
円
」
に
改

め
る
。 

本
則
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。 

 
 

第
三
章 

災
害
救
助
事
務 

（
救
助
事
務
費
） 

第
十
五
条 

法
第
十
八
条
第
一
項
の
救
助
の
事
務
を
行
う
の
に
必
要
な
費
用
（
以
下
「
救
助
事
務

費
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

救
助
事
務
費
に
支
出
で
き
る
範
囲
は
、
救
助
の
事
務
を
行
う
の
に
要
し
た
経
費
（
救
助
の

実
施
期
間
内
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
災
害
救
助
費
の
精
算
の
事
務
を
行
う
の
に
要
し
た
経

費
と
し
、
次
に
掲
げ
る
費
用
と
す
る
こ
と
。 

 

イ 

時
間
外
勤
務
手
当 

 

ロ 

賃
金
職
員
等
雇
上
費 

 

ハ 

旅
費 

 
 

ニ 

需
用
費
（
消
耗
品
費
、
燃
料
費
、
食
糧
費
、
印
刷
製
本
費
、
光
熱
水
費
及
び
修
繕
料
を

い
う
。
） 

 

ホ 

使
用
料
及
び
賃
借
料 

 

ヘ 

通
信
運
搬
費 



 

ト 

委
託
費 

 

二 

各
年
度
に
お
い
て
、
前
号
の
救
助
事
務
費
に
支
出
で
き
る
費
用
は
、
法
第
二
十
一
条
に
定

め
る
国
庫
負
担
を
行
う
年
度
（
以
下
「
国
庫
負
担
対
象
年
度
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
各
災

害
に
係
る
前
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二

十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
四
十
三
条
に
定
め
る
会
計
年
度
所
属
区
分
に
よ
り
当
該
年
度

の
歳
出
に
区
分
さ
れ
る
額
を
合
算
し
、
各
災
害
の
当
該
合
算
し
た
額
の
合
計
額
が
、
国
庫
負

担
対
象
年
度
に
支
出
し
た
救
助
事
務
費
以
外
の
費
用
の
額
の
合
算
額
に
、
次
の
イ
か
ら
ト
ま

で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の

合
計
額
以
内
と
す
る
こ
と
。 

 

イ 

三
千
万
円
以
下
の
部
分
の
金
額
に
つ
い
て
は
百
分
の
十 

 

ロ 

三
千
万
円
を
超
え
六
千
万
円
以
下
の
部
分
の
金
額
に
つ
い
て
は
百
分
の
九 

 

ハ 

六
千
万
円
を
超
え
一
億
円
以
下
の
部
分
の
金
額
に
つ
い
て
は
百
分
の
八 

 

ニ 

一
億
円
を
超
え
二
億
円
以
下
の
部
分
の
金
額
に
つ
い
て
は
百
分
の
七 

 

ホ 

二
億
円
を
超
え
三
億
円
以
下
の
部
分
の
金
額
に
つ
い
て
は
百
分
の
六 

 

ヘ 

三
億
円
を
超
え
五
億
円
以
下
の
部
分
の
金
額
に
つ
い
て
は
百
分
の
五 

 

ト 

五
億
円
を
超
え
る
部
分
の
金
額
に
つ
い
て
は
百
分
の
四 

 

三 

前
号
の
「
救
助
事
務
費
以
外
の
費
用
の
額
」
と
は
、
第
二
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
に
規
定

す
る
救
助
の
実
施
の
た
め
に
支
出
し
た
費
用
及
び
第
十
四
条
に
規
定
す
る
実
費
弁
償
の
た
め

支
出
し
た
費
用
を
合
算
し
た
額
、
法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
損
失
補
償
に
要
し
た
費
用

の
額
、
令
第
八
条
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
法
第
十
二
条
の
扶
助
金
の
支

給
基
礎
額
を
合
算
し
た
額
、
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
委
託
費
用
の
補
償
に
要
し
た
費
用
の

額
並
び
に
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
求
償
に
対
す
る
支
払
い
に
要
し
た
費
用
の
額
（
救

助
事
務
費
の
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
を
い
う
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
九
十
五
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
コ
ー
所
沢
椿
峰
店 

 
 

 

埼
玉
県
所
沢
市
小
手
指
南
四
丁
目
三
十
三
番
十
二 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

五
五
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

六
二
台 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
九
月
十
二
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
九
月
十
二
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ラ
・
ヴ
ィ
ー
ニ
ュ
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
新
座
市
野
火
止
五
丁
目
二
番
六
十
号 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
日
本
ト
イ
ザ
ら
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

モ
ニ
カ
・
メ
ル
ツ 

神
奈
川
県
川
崎
市
幸
区
大
宮
町
千
三
百
十
番
地 

株
式
会
社
与
野
フ
ー
ド
セ
ン
タ
ー 

代
表
取
締
役 
井
原
寛 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
下
落
合
千
二
十
七
番
地 

（
変
更
後
）
日
本
ト
イ
ザ
ら
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

ア
ン
ド
レ
・
ア
ー
チ
ー
・
ジ

ェ
イ
ブ
ス 

神
奈
川
県
川
崎
市
幸
区
大
宮
町
千
三
百
十
番
地 

株
式
会
社
与
野
フ
ー
ド
セ
ン
タ
ー 

代
表
取
締
役 

井
原
寛 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
下
落
合
千
二
十
七
番
地 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
八
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
九
月
十
二
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 



 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 
平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
九
月
十
二
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
九
十
七
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
四
―
八
―
四
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
上
伊
草
字
三
島
八
八
六
―
一
他
百
四
十
九
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

四
千
五
百
八
十
四
・
七
二
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
九
十
八
号 

 
所
沢
市
か
ら
所
沢
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
九
十
九
号 

 
川
口
市
か
ら
川
口
都
市
計
画
高
度
利
用
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
号 

 
川
口
市
か
ら
川
口
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付

を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都

市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
一
号 

 
川
口
市
か
ら
川
口
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
所
沢
市
か
ら
所
沢
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業
の
変
更
に
係

る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
号 

 
埼
玉
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

 

      

二 

取
消
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
八
日 

       

埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
西
鶴
ケ
岡
二
丁
目
十
六
番
六
号 

埼
玉
県
久
喜
市
栗
原
一
丁
目
四
番
地
八 

シ
ャ
ル
マ
ン
ド
ミ
ー

ル
一
〇
二
号 

住
所 

柏
木 

辰
夫 

矢
野 

正
敏 

氏
名 

  

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
四
号 

 
埼
玉
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

 

      

二 

指
定
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
八
日 

       

埼
玉
県
越
谷
市
蒲
生
茜
町
二
十
一
番
地
八 

南
越
谷
ハ
イ

ツ
二
〇
六
号 

埼
玉
県
越
谷
市
大
間
野
町
三
丁
目
百
七
十
九
番
地 

住
所 

河
上 

千
春 

河
上 

春
男 氏

名 

  

 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
三
号 

 
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発

行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

高 

橋 

浩 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
五
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
八
〇
〇
三
五
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
八
日 

 
 

川
建
セ
第
二
九
〇
〇
〇
四
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
越
生
町
大
字
西
和
田
字
山
田
五
百
六
十
一
番
三 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
南
台
二
丁
目
四
番
地
十
二 

Ｓ
Ａ
レ
ジ
デ
ン
ス
二
〇
二
号
室 

 
 

日
下 

慶
太 

  



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
九
号 

 
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 

一 

日
時 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
五
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

選
挙
管
理
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

 

ア 

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
に
係
る
定
款
中
総
代
の
選
挙
に
関
す
る
規
定
に
関
し
て

意
見
を
述
べ
る
こ
と
に
つ
い
て 

 

イ 

そ
の
他 
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